
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2 7年７月 1 6日 

愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 

犯行を目撃したときはすぐに１１０番してください。その他、犯行に関する情報は最寄りの警察署にご連絡ください。 

①  娘になりすました女性から、「友達と不動産投資をしたが、損害をだしてしまった。 

すぐに５００万円が必要。」と電話が入った後「私は、日中、仕事が忙しいので、 

今回の件で相談している弁護士に渡してほしい。」と言ってくる。 

 

・ 自宅の電話は、「留守番電話設定」にしておくことで、犯人と話をしな    

くてすみ安心です。 

     ・一人で判断せず、周囲や警察に相談しましょう。 

★★★被害防止のポイント★★★  

② その後、娘の弁護士を騙る男から、電話がかかってきて、現金の受け渡し日時場所 

を指定される。 

  被害者が指定場所に行くと弁護士を騙る男が現れ、現金を渡し、被害となってしま 

 った。 

 女性の声で、娘になりすまして、電話をかけ、 

現金をだまし取る詐欺が発生しています。 

 犯人は、男ばかりではありません！！ 

 


